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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の見直しについて（お知らせ） 

標記の件について、日本医師会から鹿児島県医師会を通じて周知依頼があり

ました。 

本件は、都道府県を実施主体として平成30年12月から開始された「肝がん・

重度肝硬変治療研究促進事業」について、令和6年4月より下記の見直しが行わ

れることについて、周知を行うものです。 

つきましては、下記をご確認のうえ、ご対応くださいますようお願い申し上

げます。 

 

記 

 
【主な変更点】 

・対象月数の短縮等について 

過去１年間で高額療養費の限度額を超えた月が３月目以降を助成対象

としているものを、過去２年間で２月目以降を助成対象とする。 
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